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令和４年４月４日 

（臨時）地域密着型サービス運営推進会議代替資料の公表 

厚生労働省令第３４号（平成１８年３月１４日）第１０８条の規定に基づ

き、令和４年３月２８日に臨時に運営推進会議を開催するところ、新型コロナ

ウイルス感染症の流行を理由として面会謝絶を令和２年２月２７日に決定し、

継続中であるため、これを中止、開催の際に配布する予定であった資料を公表

し、開催に代えます。 

千葉県長生郡白子町幸治３０７９番地３ 

設置主体）株式会社 相 生 

代表者）代表取締役 萩原 将之 

 

サービスの定義
介護保険法
第８条第20項

要介護者であって認知症であるもの（その者の認知症の原因となる疾
患が急性の状態にある者を除く。）について、その共同生活を営むべ
き住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の
世話及び機能訓練を行うことをいう。

事業所の名称 ゆうなぎ九十九里

事業所と事業主体の概要

事業主体
〒２９９－４２１６　千葉県長生郡白子町幸治３０７９番地３
（商　号）株式会社　相　生（かぶしきがいしゃそうせい）
電話０４７５（３６）５７１１ ＦＡＸ０４７５（３６）５７１２

開設年月日

共同生活住居

利用定員

平成１７年１０月　１日開設、利用定員９人（一番館）
平成２３年　４月　１日開設、利用定員９人（二番館）

サービスの種類
認知症対応型共同生活介護
（通称：グループホーム、認知症高齢者グループホーム）
介護保険事業所番号１２７５９００２１３

所在地 〒２８３－０１０２千葉県山武郡九十九里町小関２３１６番地１
電話０４７５（７０）７３３３ ＦＡＸ０４７５（７０）７３３５
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【千葉県補助事業による面会室整備完了、面会室内覧、同説明】 

本来であれば、当ホーム一番館、新設された面会室にて内覧、説明をすべきとこ

ろ、新型コロナウイルス感染症の流行を理由として面会謝絶を令和２年２月２

７日に決定し、継続中であるため、これを中止、開催の際に配布する予定であっ

た資料を公表する。 

 

１．千葉県補助事業による面会室整備事業の根拠 

（１） 国（厚生労働省）、高齢者施設の感染拡大防止のためのゾーニング環境

等の整備を令和３年度に地域医療介護総合確保基金の事業メニューとして

追加 

→このうち、当ホームにおいては、「２方向から出入りできる家族面会室の

整備（新設・改修）」が該当し、補助上限額１施設３，５００千円 

（２） 本県においては、国の付託を受けて、千葉県地域医療介護総合確保基金

条例（平成 27年千葉県条例第７号） 第１条に規定する千葉県地域医療介護

総合確保基金を活用し、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に

関する法律（平成元年法律第６4号。）及び地域における医療及び介護の総

合的な確保の促進に関する法律施行規則（平成元年厚生省令第３4号。）の

規定に基づき市町村が推進する地域密着型サービス等、地域の実情に応じた

介護サービス提供体制の整備事業に対する介護施設等整備事業補助金及び

交付金の実施に関する事項に該当 

（３） 当町においては、千葉県介護施設等整備事業補助金交付金実施要項に基

委員

（当町所在、ボランティア団体） ・当ホーム管理者、当社代表者

予定していた議題等

１．千葉県補助事業による面会室整備完了、面会室内覧、同説明

・当ホーム入居者 ・当町健康福祉課

・地域住民 ・当町地域包括支援センター

・ちどりの会 ・当町社会福祉協議会

運営推進会議の概要

予定していた日時、会場
令和４年３月２８日１３時３０分から
当ホーム一番館、面会室

会議の構成
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づき、事務手続き一切を健康福祉課が担当 

 

２．面会室整備事業の概要 

請 負 者 株式会社千葉測器 

設計・施工 株式会社オカムラ 

事 業 費 用 ３，０３８千円 

工 期 ３月２１日着工、同２４日竣工 

詳 細 工事写真帳を参照 

事 業 開 始 同２５日から供用 

 

３．面会室整備事業に期待される効果 

新型コロナウイルス感染症の流行を理由として面会謝絶を令和２年２月２７日

に決定し、以降、特段の事情がない場合においては、面会については玄関先や屋

外にて短時間にて済ませてもらうなど、不自由を来たしている。 

 

この面会室は、外来の面会者と当ホームの入居者ならびに役職員の面会室への

進入経路を完全に分離すること、飛沫感染を防ぐためのパーテーションを設け、

あわせて、マイクロフォンとスピーカーによってパーテーションによって妨げ

られる発話や声量の問題を解決し、あわせて、パーテーションを境に、外来の面

会者側、入居者側の空間の換気を実施することで、感染を可能な限り防ぎつつ、

面会往来の機会を増大化させることを目的としている。 

 

この整備を機に、入居者の家族、親族、関係者に広報し、これまでよりも面会の

機会を増大させ、また、充実したものとなるように努めたい。 

以上 

本件のお問合せ先 

事業主体）株式会社 相 生 

代表者）代表取締役 萩原 将之 

電話 0475-36-5711 



年 月 日

工　事　写　真　帳

工 　事 　名 : グループホームゆうなぎ九十九里

工 事 場 所 :

21月

千葉県山武郡九十九里町小関2316-1

工       　   期 : 着　　工 日2022 3

24

25

株式会社　千葉測器

日3 月

提出年月日 2022 3

竣　　工

年

2022 年



区分 区分

写真NO 1 写真NO 2

　日程 3月21日 　日程 3月21日

写真NO 3 写真NO

　日程 3月21日 　日程

写真NO 4 写真NO 5

　日程 3月24日 　日程 3月24日

区分 区分

写真NO 6 写真NO

　日程 3月24日 　日程

ゆうなぎ九十九里 居間 ゆうなぎ九十九里 居間

ゆうなぎ九十九里 居間

ゆうなぎ九十九里 居間 ゆうなぎ九十九里 居間

作業後③

作業後②

このパーテーションの向こう
側が、当ホーム一番館、リ
ビングダイニング

ゆうなぎ九十九里 居間

パーテーションの向こう側
に、外来の面会者が入室
する。マイクはパーテーショ
ン越しの会話をサポートす
る。

面会室完成後、外来の
面会者は、左側の掃き出
しの窓から出入りする。

作業前②

0

パーテーションは、面会室
として使用しない時は、写
真画面右奥に折りたたん
で収納し、日常は多目的
スペースとして使用する。

作業前①

作業前③

作業後①

2
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